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はじめに 

芦屋市では，10年間のまちづくりの指針となる「第４次芦屋市総合計画」を定め，「自

然とみどりの中で絆を育み，“新しい暮らし文化”を創造・発信するまち」を目指して

平成23年度から様々な取組を行っています。 

この度，第４次芦屋市総合計画の前期基本計画の計画期間が平成27年度までとなって

いることから，後期基本計画（平成28～32年度）の策定に生かすことを目的にこれまで

の取組の総括を行いました。 

 

１ 第４次芦屋市総合計画の概要 

   (1） 第４次総合計画の役割と構成・期間 

  ア  計画の役割 

○ まちづくりの指針 

市民と行政が目標を共有して共にまちづくりに取り組むための指針としています。 

○ 行政運営の指針 

本市の長期にわたる総合的かつ計画的な行政運営の指針としています。 

○ 国・県等との相互調整の指針 

国・県等が広域的計画の策定や事務事業を行うに当たって，芦屋の将来像や目標と

するまちの姿などを尊重し，本市と相互調整を図るための指針としています。 

 

  イ  計画の構成・期間 

○ 基本構想 

芦屋のまちづくりの最高理念であり，目標とするまちの将来の姿を描き，その実現

に向けた施策を行うための基本的な考え方や方針を示しています。 

○ 基本計画 

基本構想を実現するために必要な施策とその方向性を総合的かつ体系的に示す基

本的な計画で，具体的な事務事業の基礎としています。 

○ 実施計画 

基本計画に定められた施策を効果的かつ効率的に実施するための具体的な事務事業

を示すものです。その策定に当たっては，その時々の財政の長期的な見込みを勘案し，

毎年度の予算編成の指針となるよう策定しています。 
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   (2） 将来像とまちづくりの基本方針 

  ア  芦屋の将来像 

 

 

 

 

 

 

  イ  まちづくりの基本方針－目標とする10 年後の芦屋の姿－施策目標 

芦屋の将来像である「自然とみどりの中で絆を育み，“新しい暮らし文化”を創

造・発信するまち」の実現に向けて，「芦屋のまちづくりの基本方針」，「目標とす

る10 年後の芦屋の姿」，「施策目標」を定め，取り組んでいます。 

   

【まちづくりの基本方針－目標とする10 年後の芦屋の姿－施策目標】 

まちづくり

の基本方針 
目標とする10 年後の芦屋の姿 施策目標 

１ 

人
と
人
が
つ
な
が
っ
て
新
し
い
世
代
に
つ
な
げ
る 

１ 一人一人のつながりが地域

の力を高め，地域主体のま

ちづくりが進んでいる 

 

1-1 市民一人一人がそれぞれの状況に応じ 

て必要な情報を手に入れられる 

1-2 市民が主体となった活動が増え，継続 

的に発展している 

1-3 地域主体のまちづくりの仕組みが根付 

き，地域の力が高まっている 

２ 多様な文化･スポーツ･芸

術･伝統が交流するまちで，

芦屋の文化があふれている 

2-1 市民が教養を高める機会が豊富にある 

2-2 様々な交流が，多様な文化への理解と 

見識を深めている 

３ お互いを尊重しながら理解

と思いやりの心が広がって

いる 

3-1 平和と人権を尊重する意識が行き渡っ 

ている 

3-2 男女共同参画社会の実現に向けて意識 

が広がっている 

４ 子どもたちが社会へ羽ばた

けるようたくましく育って

いる 

 

4-1 子どもたちが「生きる力」を身につ 

け，健やかに成長している 

4-2 青少年が社会で自立するための力を身 

につけている 

4-3 学校園・家庭・地域が連携して，子ど 

もたちの育成を支えている 

５ 地域で安心して子育てがで

きている 

5-1 世代を超えた多様なつながりが様々な 

家庭の子育てを支えている 

5-2 子育てと仕事の両立を可能にする環境 

が整っている 

 

 

 

 

自然とみどりの中で 絆
きずな

を育み， 

“新しい暮らし文化”を創造・発信するまち 

3



 

まちづくり

の基本方針 
目標とする10 年後の芦屋の姿 施策目標 

２ 

人
々
の
つ
な
が
り
を
安
全
と
安
心
に
つ
な
げ
る

６ 市民が心身の良好な状態を

維持して過ごしている 

6-1 市民が健康づくりに取り組んでいる 

6-2 市民が適切な診療を受けられる 

７ 高齢者や障がいのある人が

いきいきと安心して住み続

けられる，まちぐるみの支

え合い・助け合いが進んで

いる 

7-1 地域における保健・医療・福祉の連携 

体制が確立している 

7-2 高齢者がいつまでもいきいきと安心し 

て暮らせている 

7-3 障がいのある人の権利が尊重され，持 

てる能力を最大限に発揮できる 

８ 一人一人の意識やまちの雰

囲気が暮らしの安全を支え

ている 

8-1 市民一人一人の暮らしの安全・安心へ 

の意識が高まっている 

8-2 犯罪が起きにくいまちになっている 

９ まちの防災力が向上し，災

害時に的確に行動できるよ

う備えている 

9-1 家庭や地域，行政の防災力が向上して 

いる 

9-2 災害に強い安全なまちづくりが進んで 

いる 

３ 

人
々
の
ま
ち
を
大
切
に
す
る
心
や
暮
ら
し
方
を 

ま
ち
な
み
に
つ
な
げ
る 

10 花と緑に彩られた美しいま

ちなみが自然と調和してい

る 

 

10-1 自然と緑を守り，創り，育てる文化を

継承している 

10-2 建物などが地域ごとの緑ゆたかな景

観と調和している 

11 環境にやさしい清潔なまち

での暮らしが広がっている

 

11-1 環境に配慮した暮らしやまちづくり

が進んでいる 

11-2 清潔なまちづくりが進んでいる 

12 交通マナーと思いやりがま

ちに行き渡り，市内が安全

に安心して移動できるよう

になっている 

12-1 交通ルールやマナーに関する意識が

高まっている 

12-2 公共施設などのバリアフリー化が進

んでいる 

12-3 市内を安全かつ快適に移動できる 

13 充実した住宅都市の機能が

快適な暮らしを支えている

 

 

13-1 良質なすまいづくりが進んでいる 

13-2 住宅都市としての機能が充実してい

る 

13-3 市内の商業が活性化し，市民の利便性

も向上している 

４ 

人
々
と
行
政
の
つ

な
が
り
を
ま
ち
づ
く

り
に
つ
な
げ
る 

14 信頼関係の下で市政が展開

している 

14-1 市民参画による開かれた市政を運営

している 

14-2 変化に対応できる柔軟な組織運営を

している 

15 経営資源を有効に活用し，

健全な財政状況になってい

る 

15-1 様々な資源を有効に活用している 

15-2 歳入・歳出の構造を改善している 
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２ 総括の概要 

   (1） 総括の目的 

第４次芦屋市総合計画前期基本計画の計画期間は平成23～27年度となっています。平

成27年度中に後期基本計画を策定することから，前期基本計画の計画期間における取組

を総括し，後期基本計画（平成28～32年度）の策定に生かします。 

 

   (2） 総括の視点  

前期基本計画では，35の「施策目標」について，「前期５年の重点施策」を設定して

います。 

「前期５年の重点施策」が着実に実施されることで，「目標とする10年後の芦屋の姿」，

さらには本市がめざす将来像に近づいていくと考えることから，35の「施策目標」ごと

に，「前期５年の重点施策」の実施状況に注目して総括を行うこととします。 

総括にあたっては，施策目標ごとに実施状況の評価を行うことから，行政評価におけ

る「施策評価」として行っています。 

 

第４次芦屋市総合計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3） 総括の体制 

施策目標ごとに総括を行う部(施策取りまとめ部，関係部)・課（施策取りまとめ課，

対象課）を設定し，とりまとめを行う部（施策取りまとめ部）が作成した総括資料を，

専門部会，策定委員会において検討し，決定しました。 

 

 

 

 

 

前期５年の重点施策（８６の重点施策） 

施策目標（３５の施策目標） 

目標とする１０年後の芦屋の姿（１５の姿） 

芦屋の将来像 

まちづくりの基本方針（４つの方針） 

重点施策を着実に実施し，結

果を生みだすことが，「芦屋

の将来像の実現」につながる

と考え，重点施策の実施状況

に着目して総括します。 

専門部会

(課長級) 

で検討 

策定委員会 

(部長級以上) 

で決定 

市民に 

公表 

施策取りまとめ部 

施策取りまとめ部が 

総括資料をとりまとめ 
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「施策取りまとめ部」及び「施策取りまとめ課」（一覧） 

 

 

 

施策目標 施策取りまとめ部 施策取りまとめ課

 1-1 市民一人ひとりがそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる 企画部 広報国際交流課

 1-2 市民が主体となった活動が増え，継続的に発展している 企画部 市民参画課

 1-3 地域主体のまちづくりの仕組みが根付き，地域の力が高まっている 企画部 市民参画課

 2-1 市民が教養を高める機会が豊富にある 社会教育部 生涯学習課

 2-2 様々な交流が，多様な文化への理解と見識を深めている 企画部 広報国際交流課

 3-1 平和と人権を尊重する意識が行き渡っている 市民生活部 人権推進課

 3-2 男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている 市民生活部 男女共同参画推進課

 4-1 子どもたちが「生きる力」を身につけ，健やかに成長している 学校教育部 学校教育課

 4-2 青少年が社会で自立するための力を身につけている 社会教育部 青少年育成課

 4-3 学校園・家庭・地域が連携して，子どもたちの育成を支えている 社会教育部 生涯学習課

 5-1 世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている こども・健康部 子育て推進課

 5-2 子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている こども・健康部 子育て推進課

 6-1 市民が健康づくりに取り組んでいる こども・健康部 健康課

 6-2 市民が適切な診療を受けられる 芦屋病院事務局 総務課

 7-1 地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している 福祉部 地域福祉課

 7-2 高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている 福祉部 高齢介護課

 7-3 障がいのある人の権利が尊重され，持てる能力を最大限に発揮できる 福祉部 障害福祉課

 8-1 市民一人ひとりの暮らしの安全・安心への意識が高まっている 市民生活部 経済課

 8-2 犯罪が起きにくいまちになっている 都市建設部 防災安全課

 9-1 家庭や地域，行政の防災力が向上している 都市建設部 防災安全課

 9-2 災害に強い安全なまちづくりが進んでいる 都市建設部 建築指導課

10-1 自然と緑を守り，創り，育てる文化を継承している 都市建設部 公園緑地課

10-2 建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している 都市建設部 都市計画課

11-1 環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる 市民生活部 環境課

11-2 清潔なまちづくりが進んでいる 市民生活部 環境課

12-1 交通ルールやマナーに関する意識が高まっている 都市建設部 建設総務課

12-2 公共施設などのバリアフリー化が進んでいる 都市建設部 道路課

12-3 市内を安全かつ快適に移動できる 都市建設部 道路課

13-1 良質なすまいづくりが進んでいる 都市建設部 住宅課

13-2 住宅都市としての機能が充実している 都市建設部 建築課

13-3 市内の商業が活性化し，市民の利便性も向上している 市民生活部 経済課

14-1 市民参画による開かれた市政を運営している 企画部 市民参画課

14-2 変化に対応できる柔軟な組織運営をしている 総務部 人事課

15-1 様々な資源を有効に活用している 総務部 用地管財課

15-2 歳入・歳出の構造を改善している 総務部 財政課
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   (4） 総括資料の内容 

施策目標ごとに，下記の総括シートを作成しました。 

 

  ア  総括シート（様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ  総括シートの各項目の記載事項 

 

 Ａ―① 前提条件の変化 

  ・前期基本計画の策定以降（平成23年度以降）に，施策目標に関わる社会経済環境の変

化がある場合，総括にあたって考慮すべき情報として，影響の内容がわかるように記

載しています。 
 

（例） 国・県等における法令・計画の制定，制度の変更 

社会的な問題の発生 

民間サービスや新たな技術の普及            

 

 Ａ―② 関連計画の策定状況 

  ・施策目標に関連する「課題別計画」の名称と計画期間を記載しています。策定中や策

定予定の計画も含めています。 

■施策目標前期総括シート 施策取りまとめ部 施策取りまとめ課

企画部 広報国際交流課

目標 関係部 取りまとめ課
施策目標 企画部 広報国際交流課

福祉部
【Ａ：前期基本計画の総括】

Ａ－①前提条件の変化 Ａ－②関連計画の策定状況 Ａ－③市民アンケート調査（H27.3実施）

肯定的意見 否定的意見 わからない 無回答

55.9% 19.9% 20.8% 3.4%

Ａ－④重点施策の取組状況

重点施策の名称 小項目 H22 H25

①まちナビ掲載
件数（件）

― 525
○

（向上）

②視覚障がい
者における点
字・声の広報登
録者割合（％）

17.9% 16.5%
△

（横ばい）

②広報あしや
(臨時号を含む）
設置施設等の
数（施設）

57 61
○

（向上）

△
（一部実施）

○
（全て良好）

Ａ－⑤施策目標の総括

総括結果 　

☆☆☆

結果の評価取組の評価まとめ

課題別計画の策定状況

・芦屋市障害者(児)福祉計画第５次中期計画（H21～H26)
・芦屋市第３期障害福祉計画（H24～H26)

・障害者基本法の改正　・障害者権利条約批准
・SNS（ソーシャルネットワークシステム）の普及
・局所的又は突発的な自然災害や想定以上の被害の発生が多発するようになり，より緊急的な情
報発信が必要になっている。

データ
傾向

取組の実施状況　（Ｄｏ）

展開状況
前期５年の重点施策

1-1-1
様々な伝達手段を
活用した，平易な
表現での情報を発
信します。

総括コメント

[展開状況]一部実施（△）／[結果]全て良好（〇）
　市政情報の伝達手段の活用では，従来からの広報紙，ホームページ等による発信に加え，新たにサンテレビの文字データ放送「まちナビ」による発
信を実施するなど，拡充に取り組みました。特にその中でも，ＩＣＴ機器，スマートフォンやタブレット端末普及などにより，ホームページについては発信
者である職員の研修等を実施し，ホームページで提供している情報に高齢者や障がいのある人はもちろんのこと誰もが問題なくアクセスできるホーム
ページの制作に取り組むとともに，防災情報については即時発信に努めてきました。
　また，市民から頂いた問い合わせ等を，「よくあるおたずね」（ＦＡＱ）としてカテゴリ別に掲載するなど，市民が使いやすい情報の整理を行ってきまし
た。
　しかし，近年は少子高齢化の進展や情報媒体の多様化など，情報を受け取る側である市民の環境も多様化しています。その中で効果的で効率的な
市政情報を発信していくためには，より戦略性の高い広報活動を行っていく必要があります。
　そのため，市民ニーズを把握し既存の媒体を活用した情報提供の充実や，新しい広報媒体の活用についても検討を進めていくことが必要です。

市民主体による取組

取組結果　（Ｃｈｅｃｋ）

前期計画策定以降（H23～）の社会経済環境の変化 調査結果

前期基本計画の内容　（Ｐlan）

 １　　　一人一人のつながりが地域の力を高め，地域主体のまちづくりが進んでいる
１－１　市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる

対象課
広報国際交流課，お困りです課

障害福祉課

指標（単位）

○
（全て実施）

①分かりやすい表現で情報を発信しま
す。
②点字版・音訳版での広報活動を行
い，情報発信の手段を充実します。
③在住外国人に対して行政からの情報
を多言語で発信します。
④社会ニーズに即した効率的な伝達媒
体を研究し導入を検討します。

①広報紙は限られた紙面の中で可能な限りイラストや図を取り入れる
など読みやすい紙面づくりに努めている。ホームページについては定
期的に庁内各課の作成者を対象としたCMS研修を行っている。広報番
組はその時々にふさわしく，市民に興味を持ってもらえるような番組を
制作し，親しみやすい行政情報の発信に努めている。
②広報あしや等の点訳，音訳を行い，登録利用者へ配布している。
②第３期障害福祉計画の概要版及び福祉マップについて音声コードを
導入した。（H23,H24)
③英語版広報紙「アシヤニューズレター」の発行をはじめ，外国人向け
の刊行物を発行した。
④平成25年度からサンテレビの文字データ放送「まちナビ」による情報
発信を開始した。

△
（一部実施）

取組の実施状況

◇行政が発信する情報の積極的な受
信

1-1-2
市民発の情報や行
政発の情報をテー
マごとに整理し，発
信します。

①市民が必要とするテーマごとに情報
を整理して発信します。
②市民生活に必要な情報が円滑に受
け取れるよう広報活動を充実させます。

◇積極的な情報発信 ①②「よくあるおたずね」は組織的な連携を行い，カテゴリ別にホーム
ページのFAQに反映させた。
①各所管課と連携し，広報あしや臨時号として，子育て支援特集，減
免特集，高齢者福祉特集などを年数回発行している。
②広報あしや，ニューズレターともに，市内で入手できる施設等の拡充
に努めている。
②窓口，電話，メール等で市民からの苦情，要望・意見，相談，問い合
わせを受付け，問題解決に向けた情報提供を行った。
②防災行政無線を整備し，気象情報や土砂災害情報、避難情報など
市民の皆さんに重大な影響のある緊急情報の一斉周知を図ってい
る。
①②広報あしや１日号「市民のひろば」に市民の活動グループの催し
などのお知らせを掲載している。

総括結果 総括結果の☆の意味 展開状況 結果 

☆☆☆☆ 全ての小項目を実施しており，結果も良好である 全て実施（○） 全て良好（○） 

☆☆☆ 実施していない小項目があるが，結果は良好である 一部実施（△） 全て良好（○） 

☆☆ 小項目を全て実施しているが，悪化傾向の結果がみられる 全て実施（○） 悪化あり（△） 

☆ 実施していない小項目があり，悪化傾向の結果もみられる 一部実施（△） 悪化あり（△） 
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 Ａ―③ 市民アンケート調査（H27.3実施） 

  ・各施策目標の現状についての調査結果（肯定的意見，否定的意見，わからない，無回

答の割合）を記載しています。※肯定的意見(「そうなっていると思う」と「まあ，そうな

っていると思う」の合計割合)，否定的意見（「そうなっているとは思わない」の割合） 

     

 Ａ―④ 重点施策の取組状況 

  ・「前期基本計画の内容（Plan）」は，前期基本計画の内容を記載しています。小項目

に①②③の番号を付与しています。 

  ・「取組の実施状況（Do）」として，小項目（①②③）に該当する，平成23年度～平成

26年度の取組の実施状況と実施時期を記載しています。また，「展開状況」を次の２

段階で評価しています。 

  ［展開状況の評価方法］    

 

 

 

［施策目標全体としての展開状況の評価方法］    

      

 

 

 

  ・「取組結果（Check）」として，重点施策に関わる指標を複数設定し，第４次総合計

画の開始前にあたる平成22年度と，平成25年度のデータを掲載しています。また，指

標推移の「傾向」を次の３段階で評価しています。 

  ［傾向の評価方法］    

【数値の増加が望ましい指標の場合】 

   H22（総計開始前）よりH25で数値が増加  ⇒  ○（向上） 

   H22（総計開始前）とH25の数値が同じ   ⇒  △（横ばい）  

   H22（総計開始前）よりH25で数値が減少  ⇒  ×（悪化）    
 

【数値の減少が望ましい指標の場合】 

   H22（総計開始前）よりH25で数値が減少  ⇒  ○（向上） 

   H22（総計開始前）とH25の数値が同じ   ⇒  △（横ばい）  

   H22（総計開始前）よりH25で数値が増加  ⇒  ×（悪化）   

［施策目標全体としての傾向の評価方法］    

      

 

 

 

全ての「小項目」を実施している(着手含む)  ⇒  全て実施（○） 

実施していない「小項目」がある        ⇒  一部実施（△） 

全ての「重点施策」の展開状況が「全て実施（○）」 ⇒ 全て実施（○） 

「重点施策」の展開状況に「一部実施（△）」を含む ⇒ 一部実施（△） 

全ての「重点施策」の展開状況が「向上（○）」または「横ばい（△）」  

⇒ 全て良好（○） 

「重点施策」の展開状況に「悪化（×）」を含む ⇒ 悪化あり（△） 
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 Ａ―⑤ 施策目標の総括 

  ・「展開状況」と「結果の傾向」の２つの視点での評価をもとに，４段階（☆☆☆☆～

☆）で評価し，総括コメントとして前期計画期間の主な取組や成果，後期に向けての

課題を記載しています。 

 

［４段階での評価］    

総括結果 総括結果の☆の意味 展開状況 結果 

☆☆☆☆ 全ての小項目を実施しており，結果も良好である 全て実施（○） 全て良好（○） 

☆☆☆ 実施していない小項目があるが，結果は良好である 一部実施（△） 全て良好（○） 

☆☆ 小項目を全て実施しているが，悪化傾向の結果がみられる 全て実施（○） 悪化あり（△） 

☆ 実施していない小項目があり，悪化傾向の結果もみられる 一部実施（△） 悪化あり（△） 
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３ 総括の結果 

前期基本計画における35の施策目標の総括結果は次のとおりです。 

内訳をみると，☆☆☆☆が17施策，☆☆☆５施策，☆☆が８施策，☆が５施策となっ

ています。 

 

評価結果の一覧 

 

 

 

 1-1 市民一人ひとりがそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる ☆☆☆ ○ ｐ13

 1-2 市民が主体となった活動が増え，継続的に発展している ☆☆☆☆ ○ ｐ15

 1-3 地域主体のまちづくりの仕組みが根付き，地域の力が高まっている ☆☆☆☆ ○ ｐ17

 2-1 市民が教養を高める機会が豊富にある ☆☆ ○ ｐ19

 2-2 様々な交流が，多様な文化への理解と見識を深めている ☆☆☆☆ ○ ｐ22

 3-1 平和と人権を尊重する意識が行き渡っている ☆☆☆☆ ○ ｐ23

 3-2 男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている ☆☆ ○ ｐ25

 4-1 子どもたちが「生きる力」を身につけ，健やかに成長している ☆☆☆ ○ ｐ27

 4-2 青少年が社会で自立するための力を身につけている ☆☆☆☆ ○ ｐ29

 4-3 学校園・家庭・地域が連携して，子どもたちの育成を支えている ☆☆☆☆ ○ ｐ31

 5-1 世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている ☆☆☆☆ ○ ｐ33

 5-2 子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている ☆☆ ○ ｐ35

 6-1 市民が健康づくりに取り組んでいる ☆☆☆☆ ○ ｐ37

 6-2 市民が適切な診療を受けられる ☆☆☆ ○ ｐ39

 7-1 地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している ☆ ○ ｐ41

 7-2 高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている ☆ ○ ｐ43

 7-3 障がいのある人の権利が尊重され，持てる能力を最大限に発揮できる ☆☆☆☆ ○ ｐ45

 8-1 市民一人ひとりの暮らしの安全・安心への意識が高まっている ☆☆☆☆ ○ ｐ47

 8-2 犯罪が起きにくいまちになっている ☆☆☆☆ ○ ｐ49

 9-1 家庭や地域，行政の防災力が向上している ☆ ○ ｐ51

 9-2 災害に強い安全なまちづくりが進んでいる ☆☆ ○ ｐ53

10-1 自然と緑を守り，創り，育てる文化を継承している ☆ ○ ｐ55

10-2 建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している ☆☆☆ ○ ｐ57

11-1 環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる ☆☆☆☆ ○ ｐ59

11-2 清潔なまちづくりが進んでいる ☆☆☆☆ ○ ｐ61

12-1 交通ルールやマナーに関する意識が高まっている ☆☆ ○ ｐ63

12-2 公共施設などのバリアフリー化が進んでいる ☆☆☆☆ ○ ｐ64

12-3 市内を安全かつ快適に移動できる ☆☆ ○ ｐ65

13-1 良質なすまいづくりが進んでいる ☆☆☆☆ ○ ｐ67

13-2 住宅都市としての機能が充実している ☆☆☆ ○ ｐ69

13-3 市内の商業が活性化し，市民の利便性も向上している ☆☆ ○ ｐ70

14-1 市民参画による開かれた市政を運営している ☆ ○ ｐ71

14-2 変化に対応できる柔軟な組織運営をしている ☆☆ ○ ｐ73

15-1 様々な資源を有効に活用している ☆☆☆☆ ○ ｐ75

15-2 歳入・歳出の構造を改善している ☆☆☆☆ ○ ｐ77

総括
シート

の
ページ

☆
１

☆
２

４ 人々と行政
のつながりを
まちづくりに

つなげる

14 信頼関係の下で市政が展開し
ている

15 経営資源を有効に活用し，健
全な財政状況になっている

☆
４

総括結果
☆
３

２ 人々のつな
がりを安全と
安心につなげ

る

６ 市民が心身の良好な状態を維
持して過ごしている

７ 高齢者や障がいのある人がい
きいきと安心して住み続けられ
るまちぐるみの支え合い・助け
合いが進んでいる

８ 一人ひとりの意識やまちの雰
囲気が暮らしの安全を支えてい
る

９ まちの防災力が向上し，災害
時に的確に行動できるよう備え
ている

３ 人々のまち
を大切にする
心や暮らし方
をまちなみに

つなげる

10 花と緑に彩られた美しいまち
なみが自然と調和している

11環境にやさしい清潔なまちで
の暮らしが広がっている

12 交通マナーと思いやりがまち
に行き渡り，市内が安全に安心
して移動できるようになってい
る

13 充実した住宅都市の機能が快
適な暮らしを支えている

まちづくりの
基本方針

目標とする10年後の芦屋の姿 施策目標

１ 人と人がつ
ながって新し
い世代につな

げる

１ 一人ひとりのつながりが地域
の力を高め，地域主体のまちづ
くりが進んでいる

２ 多様な文化･スポーツ・芸術･
伝統が交流するまちで，芦屋の
文化があふれている

３ お互いを尊重しながら理解と
思いやりの心が広がっている

４ 子どもたちが社会へ羽ばたけ
るようたくましく育っている

５ 地域で安心して子育てができ
ている
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